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1

【民生委員・児童委員について】

　民生委員・児童委員改選に係る推薦の

ため、地区の現民生委員・児童委員の方

にお話を聞いたところ、地域にとってと

ても大きな役割を担っており、その仕事

の大変さも知った。

　少しでもその労をねぎらうために、①

１年ごとに手当を支払う②退任時には感

謝状を贈る　ということをしたほうが良

いのではないか。

福祉課

　民生委員・児童委員につきましては、生活に困っている人等が地域で安心して暮らせる

ように支援する、地域福祉に欠かすことのできない存在と認識しております。

　①の民生委員・児童委員への手当等につきましては、民生委員法により「給与を支給し

ないもの」と規定されているため、給与を支給することはできませんが、日々の活動に必

要となる活動費として１人当たり年間102,000円を支給しております。

　②の感謝状につきましては、民生委員・児童委員の退任時、活動年数3年以上の場合に

は行田市長及び埼玉県知事から、活動年数が6年以上の場合には厚生労働大臣から、感謝

状を贈呈しております。

令和４年度　須加地区　市民と市長のタウンミーティング　

＜要望等回答一覧＞

<開催概要>

１．日時　令和4年7月5日(火曜日)午後6時30分～午後8時

２．場所　須加公民館ホール

３．自治会出席者　20人

４．市側出席者　市長、副市長、総合政策部長、都市整備部長
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【見沼元圦公園の維持管理について】

　雑草、トイレ、池の水、風車、サイク

リングの休憩場所など

都市計画課

　見沼元圦公園の維持管理につきましては、市内の業者により年2回の除草を行っている

ほか、生垣と高木の剪定を実施しており、6月中旬に1回目の除草を実施したところでござ

います。

　また、トイレにつきましては週１回の清掃を実施しておりますが、昨年夏頃から悪質な

イタズラが多発していることから、現在は利用を制限させていただいているところでござ

います。

　風車や休憩施設などにつきましては、職員や公園作業員が定期的に巡回するなど適切な

維持管理に努めております。その他、木製複合遊具やつり橋につきましては、専門業者に

よる点検を年１回実施するとともに、昨年度は駐車場の舗装修繕やベンチの補修などを実

施したところでございます。

　なお、近年ではクビアカツヤカミキリによる桜の被害が拡大しているため、薬剤散布や

害虫捕殺の作業も実施しているところでございます。

3-1

【須加地区の過疎化について】

　須加地区の過疎化を止める方策はどの

ように考えているか。

企画政策課

　本市では、高校卒業までの子ども医療費無償化などの子育て環境整備や、学力向上支援

教員の配置によるティームティーチングといった教育環境の充実など、「住んでよかっ

た」、「住み続けたい」と思っていただける施策に取り組んでいます。

　今後の取り組みといたしましては、市民の利便性向上を図るため、今年度に地域公共交

通計画を策定し、市全体の公共交通の再構築を予定しているほか、須加地区における取り

組みとして、旧須加小学校の有効活用を図るための跡地利用の検討や、荒木・須加幹線道

路の整備による交通アクセス改善など、地域の活性化に資する事業に取り組んでまいりま

す。
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3-2

　自治会の中でも人口減少の話題が出

る。今のままでは将来的に当自治会は自

然消滅すると思う。若い人が戻ってこな

い。3人目は50万円支給する市もある。思

い切った施策をしないと変えられない。

どうしたら若い人が戻ってくるか大いに

議論してほしい。

企画政策課

（総合政策部長）

　子育て世帯に戻ってもらうために以前は補助金を出していた時期がございましたが、ア

ンケートをとったところ補助金が移住の決め手になった人は数パーセントしかおらず、住

み続けたいと思う施策が重要であると考えております。本市は子ども医療費につきまし

て、県内では一番高いレベルで、18歳まで無料であり入院中の給食費も支給しておりま

す。そういった施策をパッケージで訴えるため、きちんとパンフレットなどを作成したい

と考えております。

　また、若い人を呼び込むためには働く場所が重要であると考えております。若小玉地区

の県の企業団地造成が動き出しましたので、今後働く場所も作られていくと思います。何

か若い人に訴えかけられる新しい施策はないか今検討しておりますので、予算に向けても

考えていきたいと思います。

3-3
　過疎化が進む中で須加地区の活性化を

どのように考えているか。

企画政策課

（総合政策部長）

　須加小学校の跡地活用について現在取り組んでいるところでございます。また、荒木・

須加幹線道路について、国庫補助金を活用して実施していく予定であり、補助金が決定次

第、予算措置を行い工事を進めて行く予定です。

4

【利根川堤防について】

　拡張工事後の活用として、桜堤などは

いかがか。

都市計画課

　利根川の堤防工事は、国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所が所管してお

り、堤防への桜の植樹について確認したところ、実施予定はないとのことでした。

　市としましても、昨今のクビアカツヤカミキリによる被害の対応をはじめとする害虫駆

除などに苦慮しており、継続的な防除対策が不可欠であることから、現在のところ桜の植

樹予定はございませんが、地域の皆様のご意見や他自治体の事例等を参考に、所管する河

川事務所と連携を図りながら活用を検討してまいります。
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【地区内の住宅について】

　須加地区内には新たに住宅は建たない

と聞いたが本当か。

建築開発課

　本年4月に施行された改正都市計画法では、安心安全なまちづくりを図るため、近年の

頻発・激甚化する災害に対して、災害リスクの高い区域における開発を規制することとな

りました。

　本市では本年4月1日より、須加地区を含めた市内全域の浸水想定区域内（行田市洪水ハ

ザードマップに示される河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲）では、新たな分譲

住宅や長屋住宅などは建築することができなくなりました。ただし、分家住宅や農家住宅

の新築や、住宅敷地内の既存の建物の建て替えや増築は可能です。

5-2

　新しい住宅が建てられないと空き家が

増えていく。土地があっても処分ができ

ない。住宅ができないと何も使い道がな

い。国はどう責任を取るのか。市から国

に聞いてほしい。防災も大事だが、規制

だけではなく住んでいる人のための施策

もしてほしい。どうしたらいいのか困っ

ている。

建築開発課

（都市整備部長）

　本市では空き家バンク制度を創設しております。空き家の所有者が市に登録すると、業

者を介して活用方法などアドバイスしておりますので、利用していただければと思いま

す。今年度4月1日より空き家に関して利活用制度を創設し、補助金もございますので、お

困りの状況がありましたら開発指導課に一度相談をしていただければと思います。

農業委員会

（都市整備部長）
　農業委員会に審査のスケジュール等を確認し、後日回答いたします。

【後日回答】

農業委員会

　農地転用の許可につきましては、埼玉県が標準処理期間内で処理していることから他市

と同様であると思っておりますが、農業委員会といたしましても時間短縮に努めてまいり

ます。

5-3

　以前、畑の活用として、太陽光の会社

から問い合わせがあったが、行田市は農

業委員会の処理に時間がかかるのであき

らめると言われた。他の市町村は農業委

員会の審査がスムースに進むが、行田市

は時間がかかりすぎる。改善してほし

い。米作りも大事だが、そればかりにと

らわれないで、行田市に人が集まるよう

なことも考えることが大事だと思う。
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【道路の路面標示について】

　国道、県道と比べると、市道の中央

線・交差点の停止線、横断歩道の白線等

が消えかかっているか全く消えていると

ころが多く見受けられる。このことにつ

いてどう考えているのか。市では平成29

年度に「行田市交通事故防止特別対策」

を実施しているが、その実施項目の中に

「外側線、路面表示等の視認性の向上」

がある。

交通対策課

　中央線や交差点の停止線、横断歩道などの路面標示は、交通事故から市民を守るため

に、重要な施策であると認識しております。

　白線について、外側線などの道路にかかるものは、市、横断歩道や停止線などの交通規

制にかかるものは警察の管轄となります。

　道路の中央線や外側線等については、市職員が点検しているほか、市民の皆様からご連

絡を受けた場合、すぐに対処させていただいております。また、横断歩道や止まれの一時

停止線等は、市から行田警察署へ連絡しています。

　今後も、白線の消えている箇所などお気づきになれれましたら、交通対策課までご連絡

ください。現地を確認の上、緊急性等を判断して対応してまいります。

7

【学童・生徒の自転車での道路右側通行

について】

　市では「行田市自転車安全利用促進条

例」を制定するなど、自転車に関わる事

故防止対策に取り組んでいるが、最近、

学童・生徒また大人でも道路右側を走っ

ているのを見かける。自転車の右側通行

は非常に危険で自動車の運転者側からす

ると迷惑である。

　学校では自転車の乗り方をはじめ、交

通ルールの指導はどう行っているのか。

交通対策課

教育指導課

　自転車の乗り方をはじめとした交通安全教育につきましては、交通安全教室の実施や、

長期休業前の注意喚起のほか、日常の指導の中においても行っているところでございま

す。

　しかしながら、地域の方からご指摘いただくこともございますので、正しい自転車の乗

り方を含め、交通ルールの徹底のため、交通安全教育により一層取り組んでまいります。
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【水路の改修について】

　令和3年3月に道路治水課に要望済みだ

が、速やかに対応をお願いする。

道路治水課

　現在、排水路改良工事に関する要望件数は、市内全体でＡランク6件、Ｂランク45件の

計51件あり、本年度はＡランク2件、Ｂランク1件の工事を予定しております。ご要望の水

路につきましては、Ｂランクの評価となっており、本年度の工事は該当しておりません。

　当該要望箇所を6月26日に確認し、水路脇の陥没については7月中旬に緊急的な修繕をい

たします。

　引き続き、事業評価を踏まえ、快適な生活環境の向上に努めてまいりますので御理解を

賜りたいと存じます。

交通対策課

（総合政策部長）
　現場を確認し、後日担当課より回答いたします。

【後日回答】

交通対策課

　警察に確認したところ、南側水路にふたを架けてたまり場を造れば検討の余地があると

のことでした。ただし、水路は見沼土地改良区の管理水路であり、川幅もあり、多額の費

用を要することから、見沼土地改良区がふたを設置することは難しいと考えられます。

　以上のことから、横断歩道の設置は現実的でないため、ゴミ出し時に県道を渡らずに済

むよう、ごみ集積所を県道南側に移動することは可能ですので、環境課とご相談いただき

ますようお願いいたします。

９

【県道の横断歩道について】

　県道に横断歩道が欲しい。交通量が多

く、ゴミ集積所や郵便局の行き来に道路

の横断が大変危険である。住民も高齢者

が多く危険である。スーパー堤防の工事

の関係で、大型車両の通行が多く危険度

が増している。市から県に依頼してほし

い。



№ 意見・要望等
所管課

（発言者）
回　　　　　答

10

【須加小の跡地利用について】

　国の省庁の一部門を須加小跡地に移転

してほしい。須加地区はこれまで国が行

う堤防工事に協力してきた。人口の減少

もあるので、公の事務所を移してほし

い。市としても貴重な地形で、高台の風

光明媚な場所を美しく使用することを望

む。人のいる施設であってほしい。使わ

なくなると劣化が進むので、早く対処し

てほしい。

財産管理課

（総合政策部長）

　今年度は地元の方々との意見交換や今月中にアンケートのご協力をお願いしていきま

す。昨年度、公共施設として使用予定の有無を庁内各所管にアンケートを取りましたが、

今のところは無いとの結果でした。今年度、民間企業より幅広く意見を聞くべく、民間事

業所約200社に声掛けし、サウンディング調査（活用の可能性調査）を実施します。地域

と民間企業と並行してお話を聞き、有効活用につなげていきたいと考えております。
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【自治会交付金について】

　自治会に対する市の補助金のあり方が

変わり、自治会長活動交付金が5年後にゼ

ロになると聞いた。

　自治会長が衛生協力委員や防犯推進員

など選任しているが、自治会長の手当が

なくなるということは、この方たちの手

当も当然なくなると思うが、いつからな

くなるのか。自治会長だけなくなるのは

おかしい。

　また、算出方法が変わるというが、当

自治会は約40世帯であり、年間4万円弱

で、1世帯当たり年間で千円弱である。交

付金を返納するので、市の広報その他の

配布物を各家庭に市から配布してほし

い。

地域活動推進課

（総合政策部長）

　自治会の皆様には日ごろから大変なご苦労をされていると存じます。

　本市においては、一番世帯数が少ない自治会は16世帯であり、いくつかの規模の小さい

自治会から役員の担い手がいないという相談をいただいている状態です。人口減少のな

か、自治会の存続にはある程度の規模が必要であり、自治会交付金の見直しとともに自治

会の再編成を現在進めているところです。

　交付金の見直しにより、15,500円の均等割が無くなることから、ある程度の規模がある

自治会は一定程度の補助金額を保てますが、規模が小さい自治会はかなり減額となりま

す。また、自治会長活動交付金については、自治会長がそのまま受け取っている自治会

と、自治会長が受け取らず自治会に入金しているところがあるなど様々な事例があったた

め、自治会交付金と自治会長活動交付金を一括で交付することといたしました。なお、交

付金を一本化したことにより、自治会長が自治会から活動手当をもらいにくくなることも

あるため、各自治会に令和3年度自治会長活動交付金の金額を参考としてお示ししており

ます。来年度以降は、自治会連合会と協議し、全体としての方向性について議論を進めた

いと思っております。方向性が決まりました際には、また、ご説明の機会をいただければ

と思っております。

　また、配布物についてですが、ご意見は担当課にお伝えいたします。自治会の役員の皆

様の配布のご苦労は承知しておりますので、今年度は昨年度に比べて配布物を3割削減し

たところでございます。
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11-2

　16世帯でも存続できるように後押しす

るのが行政の仕事ではないのか。

　自治会長が衛生協力委員や防犯推進員

など選任しているが、自治会長の手当が

なくなるということは、この方たちの手

当も当然なくならないとおかしい。

地域活動推進課

（総合政策部長）

　例えば民生委員など、それぞれの役員等については、それぞれの制度がある中でお支払

いしているところです。

　なお、自治会長に対する手当がゼロになるわけではございません。

　この度の見直しは、段階的に5年間に渡って見直すこととしており、今年度と来年度は

改正前の金額の80％、6年度は60％、7年度は50％、8年度は40％の支給額となります。自

治会長活動交付金を自治会交付金と一括交付といたしましたので、名目としては自治会長

活動交付金は無くなりますが、一括交付された自治会交付金の中からお支払いいただくこ

ととなります。

11-3

　自治会の合併については、市がはっき

りと再編の道筋を示すべきである。古く

からの慣習があるなど、自治会等の合併

は簡単ではない。

地域活動推進課

（総合政策部長）

　歴史的経緯や立地の状況からどこと合併するのがもっとも良いなど、行政から一律に立

ち入るべきではないと考えています。ただし、合併に関する情報の提供や話し合いの場の

提供などの支援は行っていきたいと思っております。

11-4

　見直し後の1世帯当たり950円の金額設

定は納得できない。固定費と変動費をど

う考えているのか。金額の決め方がおか

しい。950円の根拠は何か。

地域活動推進課

（総合政策部長）

　地域活動推進課からは、各自治会に調査を行ったところ固定費の平均が約1,900円であ

り、その半額の950円を補助すると聞いております。どのような調査で、なぜ自治会長活

動交付金と自治会交付金を一本化したのかなど、詳細につきましては、担当課より後日ご

連絡し説明いたします。



№ 意見・要望等
所管課

（発言者）
回　　　　　答

交通対策課

（市長）

　信号の設置は警察の所管ですので、市としてできるかどうか、担当課より後日回答いた

します。

【後日回答】

交通対策課

　警察に確認したところ、道路の交通量など鑑みセンサー式の信号への変更は難しいとの

ことでした。

　なお、信号機等の設置は警察の所管でありますことから、市としてできるものではござ

いません。
道路治水課

（総合政策部長）
　現場を確認して、後日担当課より回答します。

【後日回答】

道路治水課

　生活道路の整備につきましては、「行田市生活道路等事業評価制度」により通学路の有

無や道路の危険性などの現場状況、整備による事業効果・効率に基づき評価を行い、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのランクに分けＡランク箇所から実施しております。

　ご要望の市道第２．１－１号線の道路改良工事につきましては、事業評価はBランクと

なっております。

　令和３年１２月末現在、市内全域の道路改良工事の要望はＡランク１０件、Ｂランク８

８件の合計９８件で、公益性及び地域バランス等を考慮し、毎年工事箇所を決定しており

ます。

　引き続き、事業評価に基づき順次整備を進めてまいりますので、御理解願います。

14

【民生委員の選任について】

　改選にあたり自治会長に専任の依頼が

市から来ているが、選任は自治会長がや

る仕事なのか。依頼しても断られてしま

う。自治会に任せるだけではなく市も一

緒にやるべきではないか。誰もやる人が

いないようなら、当地区は民生委員はい

らないという結論になる。市も一緒に動

いてもらいたい。

福祉課

（総合政策部長）

　選任については、ご苦労をおかけしていると承知しております。市といたしましては、

地域のことをよくご存じの方を推薦していただきたいという趣旨で自治会に推薦をお願い

をしているところです。他地区からも同様のご意見をいただいておりますので、今回のご

意見も担当課にお伝えいたし、検討してまいります。

12

【センサー式信号の設置について】

　県道羽生妻沼線が非常に危険であり事

故も多い。下中条の興福寺の前の信号を

手押し式からセンサー式に変えて欲し

い。警察に要望したができないという結

論だったので、市で何とかしてほしい。

13

【道路の拡幅について】

　興福寺の前の手押し信号から南に向

かって、カントリーエレベータ―へつな

がる道が途中で道幅が狭くなり、車がす

れ違えないので、拡幅してほしい。


